
資金使途・貸出限度額 

施設等復旧資金  3,000万円以内 

農業運転資金      500万円以内 

生活資金        300万円以内 
 

 大雨被害により営農・生活に必要な資金 

限度額：合計3,000万円以内(損失額の範囲) 

貸出期間 

お問い合わせ・ご相談はお近くのＪＡ窓口までお尋ねください。 

■利子補給について 

 利子補給率1.2％ 下野農業協同組合 農林中央金庫宇都宮支店 全国農業協同組合連合会 

 栃木県本部 全国共済農業協同組合連合会栃木県本部 
 

■基金協会保証料助成について 

 栃木県農業信用基金協会への保証料は下野農業協同組合が全額負担いたします。 

下 野 農 業 協 同 組 合 

大雨被害 

対策資金 

施設等復旧資金     15年以内 

農業機械等         7年以内 

農業運転資金        7年以内 

生活資金          5年以内 
 

           据置期間は2年以内 

利子補給・保証料助成で 

実質負担金利 

  令和元年10月の台風19号による 

   大雨により被災された組合員の皆様へ 
 

 台風19号による農業等の被害につきましては、心よりお見舞い申し上げます。 

 ＪＡしもつけでは、台風被害に見舞われた農業者の方々の一日も早い復旧に向

け、災害対策資金をご融資いたします。 

 栃木駅前支店 ☎0282-20-8821 壬生支店 ☎0282-82-1111 

 栃木東支店  ☎0282-27-2525 大平支店 ☎0282-43-2344 

 栃木西支店  ☎0282-31-1794 藤岡支店 ☎0282-62-4333 

 都賀支店   ☎0282-27-5611 岩舟支店 ☎0282-55-3333 



商品概要説明書 

 令和元年１１月 6日 

ご利用いただける方 正組合員の方、もしくはＪＡが定めた農業者等の方。 

 

資金使途 令和元年10月の大雨被害により営農・生活の復旧に必要な資金 

 

貸入金額 

および 

借入限度額  

・営農施設等復旧資金 3,000万円以内 

・農業運転資金旧資金 ３500万円以内 

・生活資金等復旧資金 ３300万円以内 

（原則として損失額の範囲内とする） 

（注）上記、３資金合計で一融資先3,000万円以内が限度額 

 

借入期間 ・施設復旧等資金   15年以内（据置期間２年以内） 

・農業機械等資金   ７年以内（据置期間２年以内） 

・農業運転資金金  １７年以内（据置期間２年以内） 

・生活資金資金金  １５年以内（据置期間２年以内） 

 

借入利率 年1.20％ 利子補給により無利息となります。 

 

借入方法 証書借入とします。 

 

借入方式 元金均等または元利均等返済方法。 

 

担保 必要により担保の設定を求める場合があります。 

 

保証 原則として栃木県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。 

または１名以上の連帯保証人を求める場合があります。 

保証料 保証料率 年0.16％ 保証料助成により無保証料となります。 

 

苦情処理措置 

および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 

本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当ＪＡ本支店（所）ま

たは金融部（電話: 0282‐24‐1184）にお申し出ください。当ＪＡでは規則の制定など苦

情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

ＪＡバンク相談所（電話:03‐6837‐1359）でも、苦情等を受け付けております。 

 

その他 お申込みに際しては、当ＪＡ、および栃木県農業信用基金協会において所定の審査をさ

せていただきます。 

審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承く

ださい。 

印紙税が別途必要となります。 

 

  

 

 

 

下野農業協同組合 


